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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負極層と、
　正極層と、
　上記負極層と上記正極層との間に位置し、かつ、電解液を保持する電解液保持層と、
　上記正極層の上記電解液保持層側と反対側に位置し、かつ、酸素含有ガスを流通させる
酸素含有ガス流通層と、
　上記電解液保持層内の全体又は一部に配設され、層厚み方向に開口部を有する格子状形
状であり、電解液の流動を調整する流動方向調整部材と、を備える空気電池であって、
　上記空気電池は、層厚み方向に沿う方向が水平方向となるように用いる
ことを特徴とする空気電池。
【請求項２】
　上記酸素含有ガス流通層内の全体又は一部に配設され、層厚み方向に開口部を有する格
子状形状であり、電解液の流動を調整する流動方向調整部材を備えることを特徴とする請
求項１に記載の空気電池。
【請求項３】
　上記流動方向調整部材が、層厚み方向に開口部を有する網目状形状である流動方向調整
部材であり、
　上記流動方向調整部材が、複数の第１線状部材と、該第１線状部材と交差する複数の第
２線状部材とからなる
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ことを特徴とする請求項１又は２に記載の空気電池。
【請求項４】
　上記第１線状部材の層厚み方向の高さ（Ｈ１）及び上記第２線状部材の層厚み方向の高
さ（Ｈ２）と、上記負極層と上記正極層との間隔幅（Ｄ）とが、下記式（１）又は（２）
　Ｈ１＜Ｄ…（１）
　Ｈ２＜Ｄ…（２）
で表される関係を満足することを特徴とする請求項３に記載の空気電池。
【請求項５】
　上記第１線状部材及び上記第２線状部材のうちの層厚み方向の高さが高い方が、上記負
極層及び上記正極層の少なくとも一方と接触していることを特徴とする請求項３又は４に
記載の空気電池。
【請求項６】
　上記空気電池が、電解液保持層内に電解液を調製するための液体を供給することによっ
て成立する注液型空気電池であり、
　上記電解液保持層内における上記第１線状部材及び上記第２線状部材の少なくとも一方
が、上記電解液保持層内に供給される液体の供給方向に対して斜めに配設されている
ことを特徴とする請求項３～５のいずれか１つの項に記載の空気電池。
【請求項７】
　上記酸素含有ガス流通層における上記第１線状部材及び上記第２線状部材の少なくとも
一方が、上記酸素含有ガス流通層内に供給される酸素含有ガスの供給方向に対して斜めに
配設されている
ことを特徴とする請求項３～６のいずれか１つの項に記載の空気電池。
【請求項８】
　上記流動方向調整部材が、耐アルカリ性を有し、かつ、上記負極層から溶出する金属イ
オンを吸着する材料を含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか１つの項に記載の空
気電池。
【請求項９】
　上記電解液保持層における上記流動方向調整部材が、上記電解液保持層内の重力方向の
下端から半分の位置まで配設されている
ことを特徴とする請求項１に記載の空気電池。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つの項に記載の空気電池を複数備え、
　複数の上記空気電池が積層された構造を有する
ことを特徴とする空気電池スタック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気電池及び空気電池スタックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、保管中に実質的に劣化せず、水を加えるだけで活性化して最小限の遅延で全電力
を配給する、動作延期乾電池が提案されている（特許文献１参照。）。特許文献１におい
ては、電気化学電池システムで使用する乾燥コンポーネント構造であって、複数の乾燥コ
ンポーネントを含み、正極と負極とを含み、この乾燥コンポーネント構造の一端に凝縮電
解液の貯槽を有し、液体が凝縮電解液の貯槽に加えられ、電解液が電解液流動管理構造を
通して乾燥コンポーネントに導入され、それによって正極と負極間の電気化学反応を起さ
せるものであることが記載されている。そして、これら各乾燥コンポーネント構造は、対
する側面を有する正極集電装置と、正極集電装置との電気的接触を保持するように構成さ
れた正極フレームと、正極材料に関連する負極部分とを含むものであることが記載されて
いる。また、この正極フレームは中央サポート部分と周辺部分を有するモノリシック構造
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であり、この正極集電装置は正極フレームの中で組立てられ且つ中央サポート部分と機械
的に協同する別のフレーム部分に固定されているものであることが記載されている。更に
、この組立てられた構造は別のフレーム部分と中央サポート部分間にある少なくとも１つ
の開口部を含み、この開口部は電解液のアクセスを容易にするものであることが記載され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００５－５２７０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の記載によれば、フレームの中央サポート部分により、電解
液が導入される乾燥コンポーネントが１／２に分割されるものの、腐食生成物の下部への
沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着が早期に現れてしまうという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。そして、本
発明は、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着を抑制し得る空
気電池及び空気電池スタックを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた。その結果、電解液保持層内
の全体又は一部に層厚み方向に開口部を有する格子状形状である流動方向調整部材を設け
ることにより、上記目的が達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明の空気電池は、負極層と、正極層と、負極層と正極層との間に位置し
、かつ、電解液を保持する電解液保持層と、正極層の電解液保持層側と反対側に位置し、
かつ、酸素含有ガスを流通させる酸素含有ガス流通層と、電解液保持層内の全体又は一部
に配設され、層厚み方向に開口部を有する格子状形状であり、電解液の流動を調整する流
動方向調整部材と、を備える空気電池であって、層厚み方向に沿う方向が水平方向となる
ように用いるものである。
【０００８】
　また、本発明の空気電池スタックは、上記本発明の空気電池を複数備え、複数の空気電
池が積層された構造を有するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、負極層と、正極層と、負極層と正極層との間に位置し、かつ、電解液
を保持する電解液保持層と、正極層の電解液保持層側と反対側に位置し、かつ、酸素含有
ガスを流通させる酸素含有ガス流通層とを備える空気電池において、電解液保持層内の全
体又は一部に層厚み方向に開口部を有する格子状形状であり、電解液の流動を調整する流
動方向調整部材を設け、層厚み方向に沿う方向が水平方向となるように用いることとした
。そのため、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着を抑制し得
る空気電池及び空気電池スタックを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。
【図２】図２（Ａ）は、流動方向調整部材の好適例を示す平面図、（Ｂ）は、（Ａ）に示
す包囲線Ｖで囲んだ部分の拡大図、（Ｃ）は、流動方向調整部材の好適例の構造を示す部
分拡大斜視図である。
【図３】図３は、第２の実施形態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。
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【図４】図４は、第３の実施形態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。
【図５】図５は、第４の実施形態に係る空気電池スタックの模式的な構成を示す斜視図で
ある。
【図６】図６は、放電試験後の実施例１及び比較例１の空気電池における負極層の様子を
示す写真（Ａ）及び（Ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態に係る空気電池及び空気電池スタックについて図面を参照し
ながら詳細に説明する。なお、図面の寸法比率は説明の都合上誇張されており、実際の比
率とは異なる場合がある。
【００１２】
［第１の実施形態］
　まず、第１の実施形態に係る空気電池について詳細に説明する。図１は、第１の実施形
態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。
【００１３】
　図１に示すように、空気電池１Ａは、負極層２と、正極層４と、電解液保持層６と、酸
素含有ガス流通層８とを備える。そして、電解液保持層６は、図示しない電解液を保持す
る層であり、負極層２と正極層４との間に位置する。また、酸素含有ガス流通層８は、図
示しない酸素含有ガスを流通させる層であり、正極層４の電解液保持層６側と反対側に位
置する。更に、空気電池１Ａにおいては、電解液保持層６内の全体に配設され、図中矢印
αで示す層厚み方向に開口部（図示せず。）を有する格子状形状である流動方向調整部材
１０を備える。なお、空気電池は、上述の構成を収容し得る図示しない外装体で包囲され
ている。また、外装体は、通常、樹脂や金属、これらの複合材から構成される。
【００１４】
　電解液保持層内の全体に層厚み方向に開口部を有する格子状形状である流動方向調整部
材を配設することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付
着を抑制することができる。
【００１５】
　なお、図中矢印βで示すように、空気電池１Ａの酸素含有ガス流通層８には酸素含有ガ
スが供給される。また、図中矢印γで示すように、空気電池１Ａの電解液保持層６には電
解液を調整するための液体、つまり、電解液自体又は溶媒が供給される。ここで、このよ
うな液体の供給は、空気電池の製造時や空気電池の起動時、更には空気電池使用中の液枯
れ時に行うことができる。その中でも、少なくとも空気電池の起動時に液体を供給して電
池を成立させるものを、特に、注液型空気電池と称する。更に、図中Ｄは負極層と正極層
との間隔幅を意味する。
【００１６】
　上記負極層２は、例えば、負極活物質からなるものを適用することができる。負極活物
質としては、例えば、リチウム（Ｌｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（Ｆｅ）、アルミニウム（Ａ
ｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ケイ素（Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、ク
ロム（Ｃｒ）、バナジウム（Ｖ）などを適用することができる。また、これらを含む合金
を適用することもできる。しかしながら、これらに限定されるものではなく、従来公知の
空気電池における負極活物質を適用することができる。なお、合金とは、一般に金属元素
に１種以上の金属元素又は非金属元素を加えたものであって、金属的性質をもっているも
のの総称である。具体的には、上述の金属元素に１種以上の金属元素又は非金属元素を加
えたものを挙げることができる。また、合金の組織には、成分元素が別個の結晶となるい
わば混合物である共晶合金、成分元素が完全に溶け合い固溶体となっているもの、成分元
素が金属間化合物又は金属と非金属との化合物を形成しているものなどがあり、本発明で
はいずれであってもよい。更に、上記負極層２としては、例えば、負極集電体層と、電解
液保持層側に形成される負極活物質含有層とを含む積層構造を有するものを適用すること
ができる。また、負極集電体層は、導電性を有し、電解液保持層の電解液が外部に漏出す
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るのを阻止し得るものであればよく、例えば、ステンレスや銅（合金）、金属材料の表面
に耐食性を有する金属をメッキしたものなどを適用することができる。しかしながら、こ
れらに限定されるものではなく、従来公知の空気電池における負極集電体層を適用するこ
とができる。更に、負極活物質含有層としては、例えば、上述の負極活物質と、例えばフ
ッ素系樹脂やオレフィン系樹脂などのバインダとを含むものを適用することができる。し
かしながら、これらに限定されるものではなく、従来公知の空気電池における負極活物質
含有層を適用することができる。つまり、本発明における負極層は、これらに限定される
ものではなく、従来公知の空気電池における負極層を適用することができる。
【００１７】
　上記正極層４は、例えば、触媒と、導電性の触媒担体と、触媒を結着するバインダとを
含み、多孔質構造が形成されているものを適用することができる。触媒としては、例えば
、白金（Ｐｔ）、ルテニウム（Ｒｕ）、イリジウム（Ｉｒ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジ
ウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、タングステン（Ｗ）、鉛（Ｐｂ）、鉄（Ｆｅ）、ク
ロム（Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、バナジウム（
Ｖ）、モリブデン（Ｍｏ）、ガリウム（Ｇａ）、アルミニウム（Ａｌ）等の金属、これら
の合金などを適用することができる。また、導電性の触媒担体としては、例えば、カーボ
ンブラック、活性炭、コークス、天然黒鉛、人造黒鉛などからなるカーボン粒子を適用す
ることができる。更に、バインダとしては、例えば、フッ素系樹脂やオレフィン系樹脂を
適用することができる。しかしながら、これらに限定されるものではなく、従来公知の空
気電池における触媒、導電性の触媒担体、バインダを適用することができる。また、上記
正極層４としては、例えば、このような多孔質構造を有する触媒含有層と、酸素含有ガス
流通層側に形成される液密通気層とを含む積層構造を有するものを適用することが好まし
い。更に、上記正極層４としては、例えば、正極集電体層と、上述の多孔質構造を有する
触媒含有層と、酸素含有ガス流通層側に形成される液密通気層とを含む積層構造を有する
ものを適用することも好ましい。また、正極集電体層は、導電性を有し、酸素含有ガス又
は電解液を透過し得るものであればよく、例えば、ステンレスや銅（合金）、金属材料の
表面に耐食性を有する金属をメッキしたものなどを適用することができる。更に、液密通
気層は、酸素含有ガスを透過させると共に、電解液の透過を抑制ないし防止するものであ
ればよく、例えば、電解液が水系である場合には、撥水膜を適用することができる。しか
しながら、これらに限定されるものではなく、従来公知の空気電池における液密通気層を
適用することができる。つまり、本発明における正極層は、これらに限定されるものでは
なく、従来公知の空気電池における正極層を適用することができる。
【００１８】
　上記電解液保持層６は、図示しない電解液を保持する。電解液としては、例えば、塩化
カリウム、塩化ナトリウム、水酸化カリウムなどの水溶液や非水溶液を適用することがで
きる。しかしながら、これらに限定されるものではなく、従来公知の空気電池における電
解液を適宜選択して用いることができる。
【００１９】
　上記酸素含有ガス流通層８は、図示しない酸素含有ガスを流通させる。酸素含有ガスと
しては、例えば、空気を利用することができる。
【００２０】
　上記流動方向調整部材１０は、層厚み方向に開口部を有する格子状形状であり、配設さ
れる電解液保持層内における電解液の流動を調整することができれば、特に限定されるも
のではない。以下、流動方向調整部材について更に詳細に説明する。
【００２１】
　図２（Ａ）は、流動方向調整部材の好適例を示す平面図、（Ｂ）は、（Ａ）に示す包囲
線Ｖで囲んだ部分の拡大図、（Ｃ）は、流動方向調整部材の好適例の構造を示す部分拡大
斜視図である。図２に示すように、流動方向調整部１０材は、層厚み方向に開口部Ｏを有
する網目状形状であり、複数の第１線状部材１１と、第１線状部材１１と交差する複数の
第２線状部材１２とからなるものであることが好ましい。
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【００２２】
　電解液保持層内の全体に層厚み方向に開口部を有する網目状形状である流動方向調整部
材を配設することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付
着をより抑制することができる。
【００２３】
　なお、格子状形状には、縦格子状形状、横格子状形状、斜め格子状形状などのストライ
プ状のものや、これらを任意に選択して交差させるように組み合わせた網目状のものがあ
る。ストライプ状のものは網目状のものに比べると、腐食生成物の下部への沈殿や、電解
液側負極表面への析出・付着を抑制する効果が小さい。
【００２４】
　また、図１及び図２に示すように、流動方向調整部材１０において、第１線状部材１１
の層厚み方向の高さＨ１及び第２線状部材１２の層厚み方向の高さＨ２と、負極層２と正
極層４との間隔幅Ｄが、下記式（１）又は（２）で表される関係を満足することが好まし
い。
【００２５】
　Ｈ１＜Ｄ…（１）
　Ｈ２＜Ｄ…（２）
【００２６】
　第１線状部材の層厚み方向の高さ（Ｈ１）及び第２線状部材１２の層厚み方向の高さ（
Ｈ２）と、負極層と正極層との間隔幅（Ｄ）が、上記式（１）又は（２）で表される関係
を満足する流動方向調整部材を適用することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解
液側負極表面への析出・付着をより抑制することができる。
【００２７】
　更に、図１及び図２に示すように、第１線状部材１１及び第２線状部材１２のうちの層
厚み方向の高さが高い方（図示においては第１線状部材である。）が、負極層２及び正極
層４の一方又は双方と接触していることが好ましい。
【００２８】
　第１線状部材及び第２線状部材のうちの層厚み方向の高さが高い方（図示においては第
１線状部材である。）が、負極層及び正極層の一方又は双方と接触している流動方向調整
部材を適用することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・
付着をより抑制することができる。
【００２９】
　また、電解液保持層内に電解液を調製するための液体を供給することによって成立する
注液型空気電池である場合には、図１及び図２に示すように、電解液保持層６内における
流動方向調整部材１０の第１線状部材１１及び第２線状部材１２の双方が、図中矢印γで
示す電解液保持層６内に供給される液体の供給方向に対して斜めに配設されていることが
特に好ましい。図示しないが、電解液保持層内における流動方向調整部材の第１線状部材
及び第２線状部材の一方が電解液保持層内に供給される液体の供給方向に対して平行に配
設されている形態も、電解液保持層内における流動方向調整部材の第１線状部材及び第２
線状部材の双方が電解液保持層内に供給される液体の供給方向に対して斜めに配設されて
いる形態と比較すると後述する効果は低いが好ましい。もちろん、電解液保持層内におけ
る流動方向調整部材の第１線状部材及び第２線状部材が電解液保持層内に供給される液体
の供給方向に対してそれぞれ平行及び垂直に配設されている形態（図示せず。）も、本発
明の範囲に含まれる。
【００３０】
　電解液保持層内における第１線状部材及び第２線状部材の双方が、電解液保持層内に供
給される液体の供給方向に対して斜めに配設されている流動方向調整部材を適用すること
により、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着をより抑制する
ことができる。
【００３１】



(7) JP 6187029 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

　更に、流動方向調整部材１０としては、耐アルカリ性を有し、かつ、負極層から溶出す
るリチウム（Ｌｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（Ｆｅ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ケイ素（Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）及びバ
ナジウム（Ｖ）からなる群より選ばれる少なくとも１種の金属イオンを吸着する材料を含
むものを適用することが好ましい。また、耐アルカリ性を有し、かつ、負極層から溶出す
る亜鉛（Ｚｎ）、アルミニウム（Ａｌ）及びマグネシウム（Ｍｇ）からなる群より選ばれ
る少なくとも１種の金属イオンを吸着する材料を含むものを適用することがより好ましい
。なお、負極層から溶出する金属イオンを吸着する材料としては、例えば、イオン交換樹
脂や活性炭などを挙げることができる。
【００３２】
　耐アルカリ性を有し、かつ、負極層から溶出するリチウム（Ｌｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄
（Ｆｅ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ケイ素（
Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）及びバナジウム（Ｖ）からなる群より選ばれる
少なくとも１種の金属イオンを吸着する材料を含む流動方向調整部材を適用することによ
り、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着を更に抑制すること
ができる。なお、本発明において、「負極層から溶出する金属イオンを吸着する材料を含
む流動方向調整部材」には、「負極層から溶出する金属イオンを吸着する材料からなる流
動方向調整部」も含む意味に解釈しなければならない。
【００３３】
［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態に係る空気電池について詳細に説明する。図３は、第２の実施形
態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。なお、第１の実施形態において説
明したものと同等のものについては、それらと同一の符号を付して説明を省略する。
【００３４】
　図３に示すように、空気電池１Ｂは、酸素含有ガス流通層８内の全体に配設され、図中
矢印αで示す層厚み方向に開口部（図示せず。）を有する格子状形状である流動方向調整
部材１０を更に備えている構成が、上記空気電池１Ａと相違している。但し、電解液保持
層６内と酸素含有ガス流通層８内に配設される流動方向調整部材１０は全く同一である必
要はない。
【００３５】
　電解液保持層及び酸素含有ガス流通層内の全体に層厚み方向に開口部を有する格子状形
状である流動方向調整部材を配設することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液
側負極表面への析出・付着を抑制することができると共に、酸素含有ガスを効率的に正極
層へ供給することができる。
【００３６】
　なお、図示しないが、酸素含有ガス流通層においても、第１線状部材の層厚み方向の高
さ及び第２線状部材の層厚み方向の高さのいずれか一方の高さが酸素含有ガス流通層の層
厚み方向の高さより低い流動方向調整部材を適用することが好ましい。このような流動方
向調整部材を適用することにより、酸素含有ガスを効率的に正極層へ供給することができ
る。
【００３７】
　また、図示しないが、酸素含有ガス流通層内における流動方向調整部材の第１線状部材
及び第２線状部材のうちの層圧方向の高さが高い方が、正極層及び例えば空気電池スタッ
クを構成した場合の負極層の双方と接触していることが特に好ましい。このような流動方
向調整部材を適用することにより、酸素含有ガスを効率的に正極層へ供給することができ
る。
【００３８】
　更に、図示しないが、酸素含有ガス流通層内における流動方向調整部材の第１線状部材
及び第２線状部材の双方が、図３中矢印βで示す酸素含有ガス流通層内に供給される酸素
含有ガスの供給方向に対して斜めに配設されていることが特に好ましい。このような流動
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方向調整部材を適用することにより、酸素含有ガスを効率的に正極層へ供給することがで
きる。また、酸素含有ガス流通層内における流動方向調整部材の第１線状部材及び第２線
状部材の一方が酸素含有ガス流通層内に供給される酸素含有ガスの供給方向に対して平行
に配設されている形態も、酸素含有ガス流通層内における流動方向調整部材の第１線状部
材及び第２線状部材の双方が酸素含有ガス流通層内に供給される酸素含有ガスの供給方向
に対して斜めに配設されている形態と比較すると後述する効果は低いが好ましい。もちろ
ん、酸素含有ガス流通層内における流動方向調整部材の第１線状部材及び第２線状部材が
酸素含有ガス流通層内に供給される酸素含有ガスの供給方向に対してそれぞれ平行及び垂
直に配設されている形態も、本発明の範囲に含まれる。
【００３９】
［第３の実施形態］
　次に、第３の実施形態に係る空気電池について詳細に説明する。図４は、第３の実施形
態に係る空気電池の模式的な構成を示す斜視図である。なお、第３の実施形態に係る空気
電池は、層厚み方向αに沿う方向が略水平方向となるようにして用いられる空気電池であ
る。また、第１の実施形態において説明したものと同等のものについては、それらと同一
の符号を付して説明を省略する。
【００４０】
　図４に示すように、空気電池１Ｃは、電解液保持層６内の一部である電解液保持層６内
の重力方向の下端から半分の位置までに配設され、図中矢印αで示す層厚み方向に開口部
（図示せず。）を有する格子状形状である流動方向調整部材１０を備えている構成が、上
記空気電池１Ａと相違している。
【００４１】
　電解液保持層内の一部である電解液保持層内の重力方向の下端から半分の位置までに層
厚み方向に開口部を有する格子状形状である流動方向調整部材を配設することにより、腐
食生成物の下部への沈殿や、電解液側負極表面への析出・付着を抑制することができる。
【００４２】
［第４の実施形態］
　次に、第４の実施形態に係る空気電池スタックについて詳細に説明する。図５は、第４
の実施形態に係る空気電池スタックの模式的な構成を示す斜視図である。なお、第１又は
第２の実施形態において説明したものと同等のものについては、それらと同一の符号を付
して説明を省略する。
【００４３】
　図５に示すように、空気電池スタックＳは、空気電池１Ｂを複数備え、複数の空気電池
１Ｂが積層された構造を有する。
【００４４】
　電解液保持層及び酸素含有ガス流通層内の全体に層厚み方向に開口部を有する格子状形
状である流動方向調整部材を配設することにより、腐食生成物の下部への沈殿や、電解液
側負極表面への析出・付着を抑制することができると共に、酸素含有ガスを効率的に正極
層へ供給することができる。また、空気電池スタックを構成することにより、高容量化を
図ることができる。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明する。
【００４６】
（実施例１）
　負極層と正極層との間に、層厚み方向に開口部を有し、複数の第１線状部材と、第１線
状部材と交差する複数の第２線状部材とからなる網目状形状である流動方向調整部材を配
設して、本例の空気電池を得た。なお、第１線状部材と第２線状部材とは層厚み方向の高
さが異なり、層厚み方向が高い方で正極層及び負極層と接触していた。また、第１線状部
材及び第２線状部材の双方が、液体の供給方向に対して斜めに配設されていた。
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（比較例１）
　負極層と正極層との間に、層厚み方向に開口部を有し、複数の第１線状部材と、第１線
状部材と交差する複数の第２線状部材とからなる網目状形状である流動方向調整部材を配
設しなかったこと以外は実施例１と同様の構成として、本例の空気電池を得た。なお、負
極層と正極層とは、実施例１における負極層と正極層との間隔幅と同じだけ離隔されてい
た。
【００４８】
［性能評価］
　各例の空気電池を用いて放電試験を一定時間行った。放電試験後の各例の空気電池を分
解して目視観察した。得られた結果を図６に示す。図６は、放電試験後の実施例１及び比
較例１の空気電池における負極層の様子を示す写真（Ａ）及び（Ｂ）である。図６（Ａ）
に示すように、実施例１においては、腐食生成物が下部へ沈殿することなく、流動方向調
整部材の開口部内に留まっていた。一方、図６（Ｂ）に示すように、比較例１においては
、腐食生成物が下部へ沈殿し、負極表面に析出していた。また、この放電試験における実
施例１の放電容量は、比較例１の放電容量に対して３０倍であった。つまり、本発明の範
囲に属する実施例１は、本発明外の比較例１と比較して、腐食生成物の下部への沈殿や、
電解液側負極表面への析出・付着を抑制できることが分かる。
【００４９】
　以上、本発明を若干の実施形態及び実施例によって説明したが、本発明はこれらに限定
されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形が可能である。
【００５０】
　すなわち、上述した各実施形態に記載した構成は、各実施形態毎に限定されるものでは
なく、例えば、正極層や負極層、流動方向調整部材の細部を変更したり、各実施形態の構
成を上述した各実施形態以外の組み合わせにしたりすることができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　空気電池
　２　負極層
　４　正極層
　６　電解液保持層
　８　酸素含有ガス流通層
１０　流動方向調整部材
１１　第１線状部材
１２　第２線状部材
　Ｓ　空気電池スタック
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